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　こどもたちが⽂化や⾃然に親しめる豊富な体験活動を平等
に受けられるよう、令和8年度より、区⽴学校等の宿泊⾏事費
⽤を実質無償化する取組を始めました！
　⼩学校の夏季施設⾏事と移動教室、中学校の移動教室と修
学旅⾏、⼩中学校の特別⽀援学級の合同宿泊⾏事において、
これまで保護者の皆さんが負担してきた費⽤を、所得制限な
しで区が補助するものです。
　この取組を通じて、未来を担うこどもたちの豊かな⼼を育
み、「みんな、かがやく！」の実現を⽬指していきます。
※公⽴の特別⽀援学校に通うお⼦さんがいる世帯にも、区独⾃で同等の補助を実施

区⽴学校等の宿泊⾏事費⽤を無償化！

庶務課教育政策推進係 （3647）8542 FAX（5690）6911

区では学校における働き方改革の取組として、
平成３０年から学校閉庁期間を実施しています。

期間中に、
事故や災害等、

学校への緊急連絡が
必要な場合は、
問い合わせ先まで

令和８年度の区立幼稚園・区立学校の閉庁期間は以下のとおりです。

期間中、以下の点にご留意ください。
★教員は出勤しません。
★学校施設の貸し出しはしません。
★きっずクラブは通常通りに実施します。

指導室 （３６４７）9179／学校閉庁期間について：庶務課教育政策推進係 （3647）8542

このほかにも、江東区立学校における働き方改革推進プランに基づき
様々な取り組みを行っております。

～こどもたちの豊かな体験活動をさらに後押し～

保護者
地域の
皆様へ

「江東区立学校における
働き方改革推進プラン」

令和８年８月８日（土）～令和８年８月１７日（月）夏季日程

令和８年１２月２６日（土）～令和９年１月４日（月）冬季日程

学校閉庁期間を実施！
教員の働き方改革にご協力ください！

https://www.city.koto.lg.jp/580106/20181031.html?utm_source=qr

